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船舶事故調査報告書 

 

                              令和３年８月１８日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                         委   員  佐 藤 雄 二（部会長） 

                         委   員  田 村 兼 吉 

                         委   員  岡 本 満喜子 

 

事故種類 乗組員死亡 

発生日時 不明（令和３年４月１９日 １８時ごろ～２０日までの間） 

発生場所 不明（鹿児島県瀬戸内
せ と う ち

町与
よ

路
ろ

島北東方沖） 

事故の概要  漁船勝
かつ

丸は、船溜まりを出港した後、船長が落水して溺死した。 

事故調査の経過  令和３年４月２８日、本事故の調査を担当する主管調査官（那覇事

務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

 原因関係者からの意見聴取は、本人が本事故で死亡したため、行わ

なかった。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

漁船 勝丸、１.１７トン 

 ＫＧ３－２０６５０（漁船登録番号）、個人所有 

 ６.７０ｍ（Lr）×１.８０ｍ×０.５０ｍ、ＦＲＰ 

 ディーゼル機関、３５.３kＷ、昭和５３年１２月６日 

 第２９５－４８１９０号（船舶検査済票の番号） 

 乗組員等に関する情報 船長 ８４歳 

 一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

  免許登録日 昭和５０年９月１９日 

  免許証交付日 平成３０年６月７日 

         （令和６年３月２４日まで有効） 

 死傷者等 死亡 １人（船長） 

 損傷 船体が大破（全損） 

 気象・海象 気象：天気 晴れ、視界 良好 

海象：古仁屋（奄美大島）の風向風速観測値及び奄美大島沖の波向、

周期及び有義波高 

 風向 風速 波向 周期 有義波高 

4/19 18:00 東北東 2.6m/s － － － 

4/19 21:00 東北東 3.8m/s 南東 13s 1.7m 

4/20 09:00 東北東 5.9m/s 南東 12s 1.7m 

4/20 21:00 東 7.6m/s 南東 12s 2.1m 

潮の干満：小潮（４月１９日～２０日） 

日没時刻：４月１９日１８時５０分ごろ（鹿児島県奄美市） 

 奄美地方には、令和３年４月１７日０３時１４分～２３日１６時３
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０分まで波浪注意報が発表されていた。 

 事故の経過  本船は、船長（以下「本船船長」という。）が１人で乗り組み、令

和３年４月１９日（月）１３時４７分ごろ瀬戸内町瀬
せ

久井
く い

港（奄美大

島）を出港した映像が付近の防犯カメラに映っていた。 

 本船船長は、瀬戸内町西阿室
に し あむ ろ

（加計呂麻島）の船溜まり（以下「西

阿室の船溜まり」という。）に本船を係留し、１６時３０分ごろから

集まった住民に魚を売り始め、１８時００分ごろ、西阿室の船溜まり

口付近にある岩と岩の間を本船で通過していくのを同住民に目撃され

ていた。 

 毎週月曜日と木曜日に本船船長の自宅を訪問していたホームヘルパ

ーは、２２日（木）に本船船長の自宅を訪問したところ、玄関の鍵が

閉まっており、本船船長が不在であることを確認して勤務先に戻った

が、２３日、本船船長の様子が気になり、本船が係留されていた瀬久

井港の岸壁に本船船長の自転車が置かれていたのを見て、しばらく置

かれたままではないかと思い、その旨勤務先に報告した。 

 本船船長が帰宅していないことについてホームヘルパーの勤務先か

ら相談を受けた‘本船船長が所属する漁業協同組合’（以下「漁協」

という。）は、２３日１６時４５分ごろ、本船が未帰還である旨、海

上保安署へ通報した。 

 本船は、２５日１２時ごろ、瀬戸内町与
よ

路
ろ

島北東側にある瀬早之鼻
し ょ び ゃ

付近の岩場において、船橋と船首部が大破して無くなり座礁している

状態で発見され、海上保安庁の機動救難士により「勝丸」と確認され

た。 

 本船船長は、２６日１４時３０分ごろ与路島北東側沿岸部で発見さ

れ、１８時３０分ごろ本人であることが確認された。 

 本船船長は、検案の結果、令和３年４月２０日頃（推定）に死亡、

直接死因は溺死と検案された。 

（付図１ 事故発生経過概略図 参照） 

 その他の事項  ４月１９日から２２日にかけて加計呂麻島と与路島との間の海域を

運航した海上タクシー船長の口述によれば、海況等は次のとおりであ

った。 

 (1) 加計呂麻島と与路島との間の海域は、４月１９日から２０日に

かけてうねりがあったが、航行に支障が生じる程ではなかった。 

 (2) 与路港港口付近は、４月１９日は外海から入る南東方からの強

いうねりで時化
し け

ており、２２日夕方から風が強くなり出し、２３

日はうねり波高が約４～５ｍとなっていた。１９日から２２日ま

では運航したが、２３日及び２４日は欠航した。 

 (3) 与路港港口付近は、南東方からうねりが入ってきた場合、うね

りを直接受けるので、航行には十分に注意する必要がある。 

 (4) 本船船長は、以前、加計呂麻島西阿室で魚売りを終えた後、同



- 3 - 

島西方にある須子茂離
す こ も ば な れ

の周辺海域水深１０ｍ前後のところで、日

暮れから夜明けにかけてイカ釣りをし、与路港で仮眠を取った

後、再び同島で魚売りを行っていたことがあり、また、港には入

らず、加計呂麻島西阿室と与路島との間の須子茂離と与路島北東

側（アブジリ埼から瀬早之鼻まで）の沿岸部水深１０ｍ前後の浅

い海域で、風波を受けにくい島陰で錨泊していたこともあった。 

  （付図２ 須子茂離の周辺海域の水深、付図３ 与路島北東側

（アブジリ埼から瀬早之鼻まで）の沿岸部の水深 参照） 

 (5) ２０日から２２日までの間、西阿室の船溜まりで本船を見掛け

なかった。 

 瀬久井港に隣接する造船所代表者の口述によれば、加計呂麻島西側

で船を係留できる場所は、西阿室の船溜まりのみであった。 

 ４月１９日から２０日にかけて古仁屋港と与路港との間を運航した

海上タクシー船長の口述によれば、海況等は次のとおりであった。 

 (1) １９日午前の便では、周期の長いうねりがあり、台風２号がフ

ィリピン東方沖を北北西にゆっくり進み、その余波を受けている

感じであったが、航行に支障が生じる程ではなく、与路港を出港

し、通常運航の東回りで航行して古仁屋港に入港した。 

 (2) １９日午後の便では、時化てきており、通常運航する東回りで

は航行に支障が生じるので西回りで運航することとし、古仁屋港

を出港し、加計呂麻島西側を航行して与路港に入港した。その

後、西回りで回航して古仁屋港に入港した。 

 (3) ２０日午前の便では、まだ時化が残っていたので、古仁屋港を

出港して西回りで航行し、入港予定だった瀬戸内町請
うけ

島の請阿
う け あ

室
むろ

港には時化により入港できず、同島の池地
い け じ

港に入港した後、与路

港に入港した。その後、西回りで回航して古仁屋港に入港した。 

 (4) 与路港港口付近は、潮の干満差が大きい時には瀬早之鼻付近で

潮流が強くなり波が立つので、航行には十分に注意する必要があ

る。 

 本船船長の自宅を訪問していたホームヘルパーの口述によれば、次

のとおりであった。 

 (1) ホームヘルパーは、４月１９日１３時００分ごろに本船船長の

自宅を訪問し、本船船長から「午前中に食べ物など準備して船に

積んでいる」「今日は１４時までには海に行きたい」など早く出

港したい旨の話を聞き、室内の掃除等を行った後、１３時３０分

ごろ本船船長の自宅を出た。 

 (2) ホームヘルパーは、１９日、本船船長と会話した際、本船船長

から「今日は１泊する」と聞いており、毎日朝方と夕方に服用し

ている薬の１９日夕方分と２０日朝方分を本船船長が持って出た

ことを確認した。 
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 海上保安庁の情報によれば、本船船長の自宅には、服用している薬

の２０日夕方以降の分は自宅に置いてあった。 

 漁協担当者の口述によれば、本船船長は、漁協に所属しているもの

の、漁協に水揚げすることはほとんどなく、定期的に出漁することも

なく自らの都合で出漁し、釣った魚を奄美大島や加計呂麻島などの集

落で売り、一旦沖に出ると２～３日帰って来ないことがよくあった。 

 瀬久井港に隣接する造船所代表者及び漁協担当者の口述によれば、

本船船長は、加計呂麻島周辺海域で長年漁を行っており、アサヒガニ

を獲ることが多く、それ以外は釣りをしていた。 

 漁協担当者の口述及び海上保安庁の情報によれば、本船船長は、携

帯電話を持っておらず、本船には無線設備がなかった。 

 瀬久井港に隣接する造船所代表者の口述によれば、本船は、船尾部

に操縦スタンドが設置され、船尾部操縦スタンドから船首部にかけて

暴露甲板を有する和船型の小型漁船であった。 

 海上保安庁の情報によれば、本船船長は、発見された際、救命胴衣

を着用していなかった。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象等の関与 

 判明した事項の解析 

 

不明 

不明 

あり 

 本船船長は、溺死した。 

 本船は、４月１９日１８時００分ごろ西阿室の船溜まりを出港した

後、２５日１２時ごろ与路島北東側にある瀬早之鼻付近の岩場で確認

され、本船船長が２６日１４時３０分ごろ与路島北東側沿岸部で発見

されているが、死体検案の結果、２０日頃（推定）に死亡したと検案

されていることから、１９日１８時００分ごろから２０日までの間に

おいて、本船船長が落水して溺死した可能性があると考えられる。 

 本船船長は、１９日は１泊すると言っていたこと、服用している薬

の１９日夕方分と２０日朝方分を持っていたこと、食べ物を本船に積

んでいたことから、１９日夕方から２０日朝方にかけては瀬久井港に

は帰港せず、西阿室の船溜まり、与路港又は水深の浅い島陰のいずれ

かに泊まるつもりであったものと考えられるが、１９日から２０日ま

での与路港港口付近では外海から入る南東方からの強いうねりで時化

ていたことから与路港には入港していない可能性があると考えられ

る。 

 本船船長は、２０日以降西阿室の船溜まりで本船が見掛けられてい

ないこと及び与路島北東側沿岸部で本船が発見された場所付近で確認

されていることから、須子茂離又は与路島北東側沿岸部の水深の浅い

島陰で泊まるつもりでいた可能性があると考えられる。 

 与路島北東方沖は、１９日から２０日にかけて、奄美地方には波浪
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注意報が発表されて継続中であったこと、与路港港口付近では南東方

からの強いうねりが入って時化ていたことから、航行には十分に注意

を要する状況であったものと考えられる。 

 本船船長は、服用している薬の１９日夕方分と２０日朝方分を持

ち、２０日夕方以降の分は自宅に置いてあったことから、２０日夕方

までには瀬久井港に帰港する予定であったものと考えられる。 

原因  本事故は、奄美地方に波浪注意報が発表されて継続中、本船が、西

阿室の船溜まりを出港した後、船長が落水して溺水したことにより発

生したものと考えられる。 

再発防止策  今後の同種事故等の再発防止及び被害の軽減に役立つ事項として、

次のことが考えられる。 

 ・波浪注意報が発表されて継続中の時は、出航を控えること。 

 ・小型漁船の暴露甲板の乗船者は救命胴衣を着用すること。 

 ・船長は、防水パックか防水ケースに入れた携帯電話や無線設備を

備えるなどして、通信手段を確保しておくこと。 
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付図１ 事故発生経過概略図 
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与路港 
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瀬早之鼻 

✖ 
✖ 

本船船長発見場所 

 令和３年４月２６日 

 １４時３０分ごろ 

本船発見場所 

 令和３年４月２５日 

 １２時ごろ 

池地港 

請阿室港 

アブジリ埼 

７頁（付図２ 須子茂離の周辺

海域の水深） 

７頁（付図３ 与路島北東側（アブジリ埼から

瀬早之鼻まで）の沿岸部の水深 
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付図２ 須子茂離の周辺海域の水深 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

付図３ 与路島北東側（アブジリ埼から瀬早之鼻まで）の沿岸部の水深 
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